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令和８年度 吉富町会計年度任用職員登録募集案内 

 

 吉富町では令和８年度の会計年度任用職員登録者を次のとおり募集します。 

 たくさんのご応募をお待ちしております！ 

 

 

 

 

 

 

１ 応募要件  

 ・地方公務員法第１６条の欠格条項（①～③）に該当しない方 

  ①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることができなくなるまでの人 

  ②吉富町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない人 

  ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した人 

 

２ 任用期間  

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

（１会計年度が任期ではありますが、翌年度も同様の職が置かれる場合、勤

務成績等によって再度の任用（いわゆる更新）をする場合もあります。） 

※採用後１箇月間（採用後１箇月間の実際に勤務した日が１５日に満たない

場合は、１５日に達するまで）は条件付採用とし、条件付期間中に良好な

成績で職務を遂行したときに正式に採用します。  

 

３ 選考方法  

  登録者の中から書類審査及び面接により任用を決定します（登録しても必

ず採用されるわけではありませんので、あらかじめご了承ください）。 

  面接等の日程については、別途ご連絡します。 

 

４ 申込期間  

 申込期限：令和８年２月１８日（水）まで 

  受付時間：８：３０～１７：１５まで（土・日・祝日は除く。） 
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５ 申込方法  

  会計年度任用職員登録申込書に必要事項を記入の上、各担当課に提出して

ください。（郵送可） 

また、必要資格のある職種は資格免許証の写しを添えてご提出ください。 

 

【提出先住所】 

 ○総務財政課 

  〒８７１－８５８５ 福岡県築上郡吉富町大字広津２２６番地１ 

            吉富町役場 総務財政課 

 ○こどもの森 

  〒８７１－０８２２ 福岡県築上郡吉富町今吉２１番地１             

            こどもの森（吉富幼稚園・吉富保育園） 

 ○教務課 

  〒８７１－０８１１ 福岡県築上郡吉富町大字広津４１３番地１ 

            吉富町教育委員会 教務課 

 

６ 給料、報酬、手当等  

 （１）給料、報酬 

   募集する職種ごとに異なりますので、募集職種一覧にそれぞれ掲載して

います。 

 （２）通勤手当（費用弁償） 

   町の条例・規則に基づいて、要件を満たす方に支給します。 

 （３）期末勤勉手当 

   基準日（６月１日、１２月１日）において、６箇月以上の任期があり、

かつ週の勤務時間が１５時間３０分以上の方について、勤務実績に基づい

て最大年２．４５月分（６月、１２月各最大１．２２５月分）を支給しま

す。 

   ただし、令和８年６月分の期末勤勉手当の支給については、会計年度任

用職員としての在籍期間が４月１日から２箇月間と短くなる関係上、最大

で約０．３月分となります。 

（４）時間外勤務手当 

   定められた勤務時間を超える勤務を命じられた場合は、町の条例・規則

に基づいて時間外勤務手当（手当相当分の報酬）を支給します。 

（５）支払日 

   当月末締めの翌月２１日に支給 
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７ 休暇、休日等  

勤務条件や任用期間に応じて、町の規則に基づいて年次有給休暇等が付与

されます。 

休日は原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１

月３日）となります。ただし、職種によっては土曜日等が勤務日となる場合

もあります。 

 

８ 社会保険  

  勤務条件により、加入要件を満たす方については、健康保険、厚生年金、

雇用保険の適用があります。 

 

９ 公務災害  

  労働災害補償保険制度または吉富町議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例のいずれかに基づいて補償します。 

 

１０ 服務  

  会計年度任用職員についても、正規職員と同様に地方公務員法上の服務に

関する以下の規定が適用されます。 

 ・服務の根本基準（第３０条） 

   全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たって

は、全力で職務に専念しなければならない。 

 ・服務の宣誓（第３１条） ※任期ごとに行う必要があります。 

 ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条） 

 ・信用失墜行為の禁止（第３３条） 

 ・秘密を守る義務（第３４条） 

 ・職務に専念する義務（第３５条） 

 ・政治的行為への制限（第３６条） 

 ・争議行為等の禁止（第３７条） 

 ・営利企業への従事等の制限（第３８条） 

  ※パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制

限の対象外となりますが、町での勤務時間と、兼業先の勤務時間との合計

が、労働基準法第３２条で定める労働時間（休憩時間を除き、１日８時間

又は週４０時間）を超える場合は、原則、兼業先での勤務をすることはで

きません。これらの確認のため営利企業への従事等に関して報告を求める

ことがあります。 
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１１ その他  

 ・令和８年度予算の成立状況によって、雇用予定数や給与の額に変更が生じ

る場合があります。 

 ・本募集案内に記載のない、より詳細な勤務条件については、任用開始まで

にご説明します。 

 ・登録申込書に記載された個人情報については、吉富町会計年度任用職員に

係る選考及び任用の手続きに必要な範囲でのみ利用します。また、登録書

類についてはお返ししませんので、あらかじめご了承ください。 

 

１２ 問合せ  

 ○総務財政課 

  〒８７１－８５８５  

福岡県築上郡吉富町大字広津２２６番地１ 

  吉富町役場 総務財政課  電話 ０９７９－２４－４０７１ 

 

 ○こどもの森（吉富幼稚園・吉富保育園） 

  〒８７１－０８２２  

福岡県築上郡吉富町今吉２１番地１             

  こどもの森  電話 ０９７９－２２－６５８８ 

 

 ○教務課 

  〒８７１－０８１１  

福岡県築上郡吉富町大字広津４１３番地１ 

  吉富町教育委員会 教務課  電話 ０９７９－２２－１９４４ 


